
 

 

 

区長報告第８号                    【総務部総務課】 

 専決処分について（和解） 

 

 

 本件は、庁有車の交通事故の和解について専決処分しましたので、報告する

ものです。 

 

 【専決処分をした日（和解した日）】 

  令和６ 年５ 月２ ７ 日 

 

 【概要】 

  令和６ 年２ 月９ 日港区東麻布三丁目

９ 番の新一の橋交差点内において、 職

員が運転する 庁有車が鳥居坂・ 六本木

方面から 古川橋方面に右折し ていたと

こ ろ 、 都道高輪麻布線を 飯倉片町方面

から 古川橋方面へ走行し てき た相手方

の普通乗用自動車（ タ ク シー） と 衝突し

た交通事故によ り 、 相手方自動車及び

庁有車が損傷を 受けた損害について、

和解によ り 本件事件の早期解決を 図る

こ と と し たも のです。  

 

 【損害の状況及び損害額】 

  庁有車の左フ ロント バンパー及び相手方自動車の右リ アバンパーが損傷し まし た。こ れ

に伴う それぞれの損害額は次のと おり です。 なお、 庁有車には２ 名乗車し ており 、 相手方

自動車には運転者のみ乗車し ていまし たが、 双方けがはあり ませんでし た。  

  区  ： ２ ５ ５ ， ７ ５ ０ 円 

  相手方： １ ２ ３ ， ２ ５ ２ 円 

 

 【責任の割合】 

  区： ９ ０ ％  相手方： １ ０ ％ 

 

 【和解事項】 

  ○区は、 相手方に対し 、 １ １ 万９ ２ ７ 円の支払義務があるこ と を 認める。  

  ○相手方は、 区に対し 、 ２ 万５ ， ５ ７ ５ 円の支払義務があるこ と を認める。  

  ○区及び相手方は、 区と 相手方と の間には、 本件事故に関し 、 本和解条項に定めるも の

のほか、 何ら の債権債務のないこ と を相互に確認する。  
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